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本庁舎等整備における新型コロナウイルス感染症等の対策の検証について 

 

１ 主旨 

  現庁舎においては、この間、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、臨時窓口の開設や応援

職員の執務室設置など、緊急対応をする中で様々な課題が明らかになった。 

ついては、本庁舎等整備における新型コロナウイルス感染症等の対策について、検証、ま

とめを行ったので報告する。 

 

２ 保健所機能の独立性の確保 

（１）工事期間中における対策 

   現在の第二庁舎１階の世田谷保健所は、工事中、城山分庁舎に移転する。さらに、今回

の状況を踏まえてローリング計画を見直し、感染症拡大時に保健所の増員に対応するため

の余裕スペースを同じく城山分庁舎に確保する。 

 

（２）新庁舎における対策（資料１） 

西３期棟地下１階に配置する保健所は、感染拡大時には、区役所西通り側のエントラン

スを保健所専用とすることにより、北側の屋外エレベーター、階段を利用する他の来庁者

動線と分離することが可能なプランとしている。 

 

３ 新型コロナウイルス感染症等の対策からみた新庁舎 

（１）３密（密集、密閉、密接）の回避 

①職員の一人当たり面積、距離の確保（資料２） 

②フロア内での分散配置が可能なオープンフロア、ユニバーサルレイアウト（資料３） 

 ③オンライン会議に対応した環境（資料４） 

④待合スペースとして活用可能な共用スペース（資料５） 

⑤計画的かつ柔軟な換気システム（資料６、７、８） 

※なお、この間、設計内容を検証し、外気流入がより積極的になされるよう、改めてエコボ

イドの詳細シミュレーション等を行い、開閉可能な窓等の大きさや間隔について調整した。 

 

（２）緊急な窓口開設や応援職員増等への柔軟な対応 

①執務室に隣接した執務サポートエリアや会議室には無線ＬＡＮ、ＯＡフロアが整備される

ため、緊急の臨時窓口や応援職員の執務室等への転用が容易。（資料９、１０） 

②東棟、西棟それぞれ２か所以上の出入口、エレベーター、階段により、各窓口への動線を

複数確保した平面プランのため、来庁者動線を分散しやすい。（資料１１） 

 

４ 工事期間中のその他の対応 

工事期間中を含め、感染症拡大の際には、感染症対策業務を着実に執行し、その他の関連

業務の継続を図る観点から、職場分散やモバイル端末等を活用した在宅勤務の実施により、

職場の低密度化を図る。 
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５ その他 

  建設工事費については、現在、バックヤードや職員専用部分の内装仕上げの見直し等、  

５０以上の検討項目を抽出し、機能上の課題の有無を考慮しつつ、可能な限り縮減できるよ

う各項目の検討をしている。これを踏まえて中期財政見通しを作成し、今後の本庁舎等整備

について判断する。 

 

＜主な検討項目＞ 

・倉庫、書庫、ロッカー・更衣室等の仕上げの見直し（天井の取りやめ） 

・管理用シャッターの仕様見直し（電動から手動） 

・外部階段手摺の仕上げの変更（リン酸処理の中止） 

・外壁ルーバーを省エネ認証に影響の無い範囲で変更（削減） 

・地下駐車場床塗装の仕様見直し（簡素化）   

など 

 

  なお、本件は、６月１７日開催の地方分権・本庁舎対策等特別委員会に報告した内容に、

委員からの指摘を踏まえ、一部追記した内容であり、区ホームページ及び第１庁舎１階の情

報発信場所「Info-Ba（場）」でも公表していく。 


